
平成２９年 第５回 筑紫野市議会定例会（１２月） 

提出議案について 

 

 平成２９年第５回筑紫野市議会定例会（会期：１２月１日から１２月１９日まで）に次の

議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

同意第 5号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

本件は、現委員の潮見眞千子氏が、本年１２月２０日をもって任期満了となりますので、

引き続き、潮見眞千子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

報告第 14号 
専決処分の承認について（平成 29 年度筑紫野市一般会計補正予算（第 4

号）） 

本件は、平成 29年度筑紫野市一般会計補正予算（第 4号）について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により専決処分を行っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これ

を報告し、承認を求めるものです。 

報告第 14号は、平成２９年９月２８日に衆議院が解散し、平成２９年１０月２２日に衆

議院議員総選挙が執行されることとなりました。これに伴い、選挙執行に係る経費が 3 千

627万 8千円が必要となったことから、平成２９年９月２８日付で専決処分を行ったところ

です。 

報告第 15号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件も前号同様に専決処分を行っておりますので、これを報告し、承認を求めるものです。

報告第 15号は、平成 29年 7月 17日、筑紫野市大字筑紫 377番６付近の市道において発

生した道路事故により、相手方車両を損傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額

について、１万２千５４０円で示談協議が整いましたので、平成 29 年 10 月 6日付で専決

処分を行ったところです。 

報告第 16号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件も前号同様に専決処分を行っておりますので、これを報告し、承認を求めるものです。

報告第 16号は、平成２８年５月１５日、竜岩自然の家において発生した施設利用中の事故

により、相手方の左中指を骨折させたものです。この事故に伴います損害賠償額について、



96万５千８３６円で示談協議が整いましたので、平成 29年 11月 6日付で専決処分を行っ

たところです。 

議案第 52号 筑紫野市部設置条例等の一部を改正する条例の制定について 

本件は、平成３０年４月１日に施行する筑紫野市組織機構の一部見直しにより、現行組織

の再編、所管事務の変更、課等の名称変更の必要が生じましたので、１９本の条例の一部を

一括改正するものです。 

議案第 53号 筑紫野市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、公営住宅法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 

議案第 54号 筑紫野市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

本件は、市内７コミュニティが完成したこと、また、女性班が所属する本部を１分団とす

ることから、組織を改編し、分団長をはじめとする定数を変更するため、条例の一部を改正

するものです。 

議案第 55号 財産（土地）の取得について 

本件は、福岡県と管理委託契約を締結して、無償で使用しております土地を、運動公園用

地として取得するため、地方自治法第 96条第 1項第 8号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第 3条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

買収する物件は、筑紫野市上古賀１丁目 232番 16宅地ほか 1筆で、面積の合計は８千７

１４．６２平方メートルとなっています。買収予定金額は、１億８千５０４万９千４５０円

で、買収の相手は福岡県です。 

議案第 56号 筑紫野市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴い、支援措置の用件である業種及び区域の規定について改め

るため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 57号 
筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

本件は、福岡広域都市計画地区計画古賀第１地区の変更に伴い、条例の一部を改正するも



のです。 

議案第 58号 市道路線の変更の件について 

本件は、高尾川床上浸水対策特別緊急事業における水道橋架替工事によって、平成橋が完

成したことに伴い、路線番号 8169号堀池・中町１号線の終点の位置を変更するものです。

この道路を道路法第 10条第 2項の規定に基づき、市道路線を変更するため、同条第 3項の

規定により準用する同法第 8条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第 59号 平成 29年度筑紫野市一般会計補正予算（第 5号）について 

主な内容は、歳出予算といたしまして、保育士の処遇改善に伴う私立保育所運営委託料 7

千 495万 2千円の増額、利用者増に伴う介護給付等事業 1億 5千 577万 8千円の増額、繰

上償還に伴う地方債償還元金２億円の増額などをするものです。これに見合いの歳入予算と

いたしましては、前年度繰越金 3億 1千 484万 9千円の増額などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 億 891万 9千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 333 億 3 千 512 万 9 千円とするものです。「債務負担行

為の補正」といたしましては、34件、4億 3千 40万 2千円の追加を計上しております。 

議案第 60号 
平成２9 年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）につ

いて 

主な内容は、歳出予算といたしまして、一般被保険者高額療養費 2千 638 万 8 千円の増

額などをするものです。これに見合いの歳入予算といたしましては、療養給付費等負担金

843万 2千円の増額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２千 264万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１５億 8千 636万４

千円とするものです。「債務負担行為の補正」といたしまして、2件の３千 972万 8千円を

計上しています。 

議案第 61号 
平成 29年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

について 

本件は、歳出予算といたしまして、住宅新築資金等公債償還積立金 824 万 9 千円の増額

をするものです。これに見合いの歳入予算といたしましては、前年度繰越金 825 万円の増

額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 824 万 9 千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千 373万９千円とするものです。 



議案第 62号 平成 29年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

主な内容は、歳出予算といたしまして、介護予防サービス給付費 2千 148 万 3 千円の増

額などをするものです。これに見合いの歳入予算としましては、介護給付費交付金 601万 5

千円の増額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千

512万 5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 63億 7千 229万 8千円

とするものです。「債務負担行為の補正」といたしまして、10 件の１億６千 304 万 7 千円

を計上しています。 

議案第 63号 
平成 29年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2号）につ

いて 

本件は、歳出予算といたしまして、過誤納還付金 27万円を増額し、これに見合いの歳入

予算としましては、保険料還付金 27万円を増額するものです。このため、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ27万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億8

千 425万 9千円とするものです。 

議案第 64号 
平成 29年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1号）につい

て 

本件は、「債務負担行為の補正」といたしまして、1件の 5万 4千円を計上しています。 

議案第 65号 平成 29年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）について 

主な内容は、人事異動等に伴う職員給与の調整と、減価償却費及び企業債利息の支払額の

確定によるものです。収益的収支では、支出について既決予定額から 969 万 7 千円を減額

し、17億 4千 323万 5千円とするものです。資本的収支については、支出について既決予

定額から 47万２千円を増額し、9億 6千 932万円とするものです。「債務負担行為の補正」

といたしまして、２件で１千 84万１千円を計上しています。 

議案第 66号 平成 29年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

主な内容は、人事異動に伴う職員給与の調整と、減価償却費、資産減耗費及び企業債元利

の支払額確定によるものです。収益的収支では、支出について既決予定額から 418 万 1 千

円を減額し、21億 7千 265万 5千円とするものです。資本的収支では、支出について既決

予定額から、158万 5千円を増額し、16億 1千 989万 3千円とするものです。「債務負担

行為の補正」といたしまして、1件で 2万１千円を計上しています。 



平成２９年 第５回 筑紫野市議会定例会（１２月） 

追加提出議案について 

 

 平成２９年第５回筑紫野市議会定例会において、１２月 5日に次の議案を追加提案しまし

たので、その内容をお知らせします。 

議案第 67号 
筑紫野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

本件は、平成 29年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、市議会議員

の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 68号 筑紫野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

本件は、平成 29年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、市長、副市

長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 69号 筑紫野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、平成 29年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、職員の給料

表改定及び勤勉手当の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものです。 

議案第 70号 平成 29年度筑紫野市一般会計補正予算（第 6号）について 

本件は、給与等の改定により、歳出の給与費など 2 千 393万 2 千円を増額し、これに見

合いの歳入予算といたしまして、前年度繰越金を同額、増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 千 393万 2千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 333億 5千 906万 1千円とするものです。 

議案第 71号 
平成 29年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3号）につい

て 

本件は、給与等の改定により、歳出の給与費 46万 3千円を増額し、これに見合いの歳入

予算としまして、一般会計から繰入れをし、同額を増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 46万 3千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１５億 8千 682万 7千円とするものです。 

議案第 72号 平成 29年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について 



本件は、給与等の改定により、歳出の給与費 55万 6千円を増額し、これに見合いの歳入

予算としまして、一般会計から繰入れし、同額を増額するものです。このため、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ 55万 6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 63億 7千 285万 4千円とするものです。                      

議案第 73号 平成 29年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第２号）について 

本件は、給与費等の改定により、収益的収支では、支出について既決予定額に 55万 2千

円を増額し、17億 4千 378万 7千円とするものです。資本的収支では、支出について既決

予定額に 29万 5千円を増額し、９億６千 961万 5千円とするものです。 

議案第 74号 平成 29年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

本件は、給与費等の改定により、収益的収支では、支出について既決予定額に 51万円を

増額し、21億 7千 316万 5千円とするものです。資本的収支では、支出について既決予定

額に 22万 5千円を増額し、16億 2千 11万 8千円とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 


